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２　（論説）下田良雄さん逆転認定 行政の恣意に翻弄されながらも意志を貫いた水俣病患者

《論 説 》

　２０１３年１１月１日、下田良雄さんが水俣病に認定され
た。この件は熊本では大きく報道されたので多くの方
がご存知のことと思う。
　このニュースは、おりしも、下田さんも原告として
加わっている水俣病第二世代訴訟の法廷が開かれてお
り、原告たちが水俣病ではないとする国・熊本県側の
医師の証人尋問の最中に伝わってきた。
　下田さんは１９４８年１月水俣市湯出（湯の鶴温泉から少

しくだったところ）に生まれ、１９６３年中学卒業まで暮ら
し、その後水俣市内での仕事を経て県外に出て１９７５年
帰郷し、水俣市の魚市場に長く勤めておられた。水俣
病の第１号患者とされる田中実子さんのお姉さんと結
婚され、長く実子さんのケアをされてきた方である。
１９９５年の政治解決の時に、給付申請をされたが非該当
として却下されていた。
　そこで、下田さんは、周りの支援者らの勧めもあり、
原田正純医師の診察を受け、２００２年３月に認定申請し
た。２００３年３月熊本県から棄却するとの通知を受け、
４月に熊本県に異議申し立てを行ったものの、２００６年
３月却下された。そこで同年４月に公害健康被害補償
不服審査会に対して、原処分の取り消しを求めて行政
不服審査請求を行っていた。
　さる１０月２５日不服審査会は熊本県知事の棄却処分を
取り消す旨の裁決を下し、それを受けて熊本県知事が、
１１月１日、認定審査会を開かず、職権で水俣病と認定
したものである。
　この逆転裁決は、昨年４月の認定義務づけをめぐる
最高裁での、国の示す水俣病の判断条件に合致しない
場合でも水俣病に認定しうるとの判決に基づいて、不
服審査会としての判断を示し、最高裁判決の趣旨に
従って下田さんを水俣病と認定すべきであると結論づ
けたものであった。
　ところが、環境省の谷津事務次官は直ちに、下田さ

んのケースは個別
事例であり、認定
基準は変更しない
との見解を示した。
　熊本県の棄却理
由は、有機水銀に
対する暴露歴は認
められるものの、
症候については、

神経学的に、四肢末梢優位の感覚障害以外は認められ
ず、判断条件の症候の組合せを満たしておらず水俣病
ではないというもの。
　上に記したように、下田さんは、水俣病被害者互助
会の第二世代訴訟の原告であった。この訴訟の中では、
熊本県側は、認定審査とは異なり水俣湾から１０ ｋｍ以
上離れた水俣市湯出に生まれ育ち、毎日魚介類を摂食
していたとは考えられず、「メチル水銀中毒症を発症
するおそれのある高濃度のメチル水銀暴露があったと
は認められない」とし、感覚障害は脊椎症ならびに腰
椎ヘルニアによるものと主張して、加えて原田正純医
師の診断書は信頼できないとしていた。
　不服審査会の裁決書では、２０１３年４月の溝口さん、
大阪のＦさんの認定義務づけに関する最高裁判決を引
用し、公健法による認定とは「現に生じた『発生の機
序』を内在する客観的事象としての疾病」であり水俣
病の病像は一つであるとし、５２年判断条件（に示された

症候の組合せ）に適合するものを水俣病と認定できると
しても、それだけが水俣病だけではないとし、判断条
件を満たさない場合でも、認定できるとした。また、
Ｆさんの認定棄却処分についても、平成１９年に水俣病
ではないとの裁決を下したが、それについても最高裁
判決が妥当であったと記述している。
　不服審査会の判断は、熊本県も認めていたメチル水
銀の暴露歴を認め、四肢の感覚障害について、Ｘ線写
真や他の疾患を検討した上で水俣病以外の原因による
ものではないとし、「公健法における水俣病として、行
政認定することが相当である」と結論づけた。
　下田さん認定については多くのことがいえ、別途詳
しい報告をすることとするが、９５年の政治解決で水俣
病に見られる症状がないとして非該当となったため、
認定申請ができ、棄却された後行政不服で認定された
ケース。もし、９５年の政治解決で該当となり医療手帳
が給付されていれば、認定申請もできず、水俣病と認
定されることもなかった。行政の恣意的な施策が、下
田さんを水俣病として認定される道を開いたことにな
り、第二世代訴訟の原告たちの中で一番早く認定され
たわけだが、他の原告たちも同様である。
　熊本県や環境省は最高裁判決や今回の裁決の意味を
踏まえて、被害者の補償救済にかじを切るべきであり、
それが不知火海沿岸にまだまだ多数いる同様の人々へ
の補償救済につながると考えられる。

下田良雄さん逆転認定 行政の恣意に翻弄され
ながらも意志を貫いた水俣病患者

花 田 昌 宣水俣学研究センター長

１１月１日蒲島熊本県知事（右）から認定通
知とともに謝罪を受ける下田良雄さん。
 （写真：水俣学現地研究センター）
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（論説）水銀条約の締結と日本の課題　３

はじめに
　昨年１０月１０日熊本市で、水銀規制に関する水俣条約
が締結された。現在、９４か国とＥＵが調印し、アメリ
カが批准している。今後５０か国の批准で、発効するこ
とになる。国際的な慣例に従えば、開催地名をとって、
熊本条約となるはずが、事前に、水俣条約と名付ける
ことが外交交渉で決められていた。水俣病被害者への
補償が不十分であり、水俣病問題が未解決な現状で、
水俣条約と冠することに、ＮＧＯや被害者団体から疑問
が投げかけられ、国際的には水銀条約と呼ばれている。
水銀条約の経過
　ＵＮＥＰ（国連環境計画）は２００２年に実施した世界水銀
アセスメントで、「先進国では水銀の使用量は削減さ
れているが、大気中に排出される水銀は増加傾向にあ
る。開発途上国では小規模金採掘などで水銀が使用さ
れている。大気や水に放出された水銀は、低濃度曝露
でも、食物を通して人体に入ると、神経の発達障害、
不妊、心臓病などの原因となる。クジラや魚類など野
生生物に蓄積していて、環境リスクが高い」と判断し、
国際的な水銀使用の規制が必要であると結論付けた。
２００９年から政府間交渉（ＩＮＣ）が５回行われ、２０１２年２
月の管理理事会で承認され、昨年１０月の締結会議には、
約１４０の国と地域が参加した。　
水銀規制国際条約の内容
　今回締結された水銀条約の内容は、「①新たな水銀
鉱山の開発禁止。②塩素アルカリ工程での使用を期限
内に廃止。③輸出入は締約国間の同意を条件に許可さ
れた用途以外は認めない。④９分野の水銀添加製品を
期限内に廃止。⑤小規模金採掘に伴う水銀の使用、排
出削減に努力。⑥大気・水・土壌への排出削減。⑦汚
染サイトの特定と評価、リスク削減。⑧条約規制の推
進と順守を管理する国際委員会（事務局）の設置。⑨締
約国は国内法を整備、国内実施計画を作成し、規制強
化に努める」などである。
　２０２０年を目処に、段階的に製造、輸出入が禁止され
る水銀添加製品としては、電池、スイッチ・リレー、
電球型蛍光灯、蛍光灯、水銀灯、せっけん・化粧品、殺
虫剤・殺生物剤、血圧計、体温計（温度計）などがある。
　ＩＮＣでは、国際的な環境ＮＧＯであるＩＰＥＮや Zero 
Mercury Working Group がオブザーバー参加し、強い
法的規制と途上国への猶予規定・除外規定の削除、被
害未然防止のための「汚染者負担原則」の確立などを
求める活動を実施した。

水銀規制に関する日本の課題
　水俣病を引き起こした日本は、クロロアルカリ工程
や塩化ビニール工業による水銀不使用や電池、体温計
などの水銀フリー化（水銀不使用）を世界に先駆けて実
施し、水銀の使用量を削減してきた。水銀の国内使用
量は年間数トンまで減少している。一方、非鉄金属精
錬等での回収や蛍光灯・電池など廃棄物からの回収で、
年間１００トン程度の水銀が回収され、途上国等に輸出
している。今回の条約では、「水銀の輸出は、適正な保
有目的や締約国が認めた場合に限り、輸入同意書を
とった上で認める」と水銀貿易を制限しているが、小
規模金採掘への使用は認められているので、輸出に歯
止めがかかったとは言い難い。
　ＥＵやアメリカが国内法で輸出禁止を始めており、
日本も同様に輸出制限を行うことは、先進国として、
条約締結のホスト国として、求められている。余剰水
銀を輸出できなくなれば、日本国内で長期保管せざる
を得なくなる。半永久的な水銀保管のための方法や場
所を検討する必要性に迫られている。
　常温でも揮発しやすく、温度によって膨張と伸縮を
繰り返す金属水銀をどのように安定的に保管するのか、
硫化水銀として固体化し、廃棄物として最終処分する
ことが検討されている。
　日本では、地震が多く、数百年単位であっても、安
定した地層、地質構造を見出すことは不可能に近く、
高レベルの放射性廃棄物の長期貯蔵について予定地が
決まっていない。同様に、水銀廃棄物の最終処分地を
日本国内で確保することは簡単ではない。
水俣条約の名に恥じない水俣病の解決を
　水俣病は、世界最大規模の有機水銀中毒被害である
が、半世紀たっても、問題が解決できていない現状で、
今こそ、「水俣病の教訓の内実」が問われているといえる。
　水銀条約に、水俣の名前を冠する前に、水俣病問題
の解決に努力するのが、日本政府の使命であると考え
る。また、水俣湾の水銀ヘドロを浚渫し、埋め立て造
成したエコパークや旧八幡残さプールに残存する水銀
の半永久的な管理対策は、未だ検討されておらず、将
来的な環境汚染の可能性は残ったままである。
　さらに、余剰水銀の輸出禁止、長期保管体制づくり
などの課題を解決し、世界が目指している３年後まで
の条約発効のために、早期批准することが、締結会議
のホスト国日本の課題だというのが、会議に参加した
感想である。

《論 説 》

水銀条約の締結と日本の課題

中 地 重 晴水俣学研究センター事務局長
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４　（報告）東北タイルーイ県のナ・ノン・ボン村を訪れて― 鉱山開発と健康 ―

１ ．鉱山開発と健康

　熊本学園大学水俣学研究センターのメンバーで、地

元の環境ＮＰＯ「ＥＡＲＴＨ」のヌーンさん、ダワンさん

と連携して、東北タイルーイ県のナ・ノン・ボン村を

訪問した。環境調査と健康調査（理解）が目的であった。

メンバーは、団長宮北、花田、中地、田�、井上、通

訳吉村、そして下地。接触はすでに、その訪問前から、

地元の人々の声が耳に届いていた時点で始まっていた。

住民との交流；地元の手料理と歓談。地元の言葉での

挨拶。民泊は実に親和的。鉱山開発があり、行政はす

でに健康被害を想定してのことだろう、重金属類（水銀、

砒素、シアン、カドミウム、鉛など）の血中濃度の測定や

水質検査は施行していた。その結果のデータはＮＰＯ

「ＥＡＲＴＨ」より入手していた。資料をもとに、血中濃

度が高い住民や何らかの臨床症状を呈していた住民を

診察する機会が得られた。

２ ．住民の身体を診察する：住民の声、身体の声

　身体診察前の詳細な生活歴や家族歴の聴取は必須で、

井上、田? が活躍した。住民は鉱山開発による健康被

害に不安を抱いていることが伝わってくる。金鉱山と

シアン、水銀、井戸水の砒素濃度、田んぼの異常不作、

通常の医学的類型を逸脱する身体変化などによりなん

らかの健康被害が生じていることは予想された。その

一端を記す。

　糖尿病と高血圧の既往を持つ５０歳代の女性は、既往

症では説明しにくい症状を呈していた。四肢のしびれ、

手のからすまがり、四肢末端優位の感覚障害が認めら

れた。からすまがりは、土地の言葉で「ムンチャー」

と呼ばれている。しびれは、「プヤット・セン」と呼ば

れているので、「ひょっとして」、という懸念からとり

あえず「ムンチャー・プヤットセン症候群」とその場

でとっさに命名してその後の住民診察を続けた。５５歳

の男性は、４年ほど前から筋力の低下などで始まり、

高度な筋力低下と筋委縮が進み歩行は困難となってい

た。舌にも筋萎縮がある。下肢の痛みも強い。鉱山の

「テーリング・ポンド」が雨で決壊して田んぼに汚水が

流れ込んだこともあった。運動失調は強く、四肢末端

優位の感覚障害、上下肢のミオクローヌスもある。５０

歳の女性は、全身の黒い斑状の色素沈着、ケラトージ

スがある。口腔内の色素沈着を認めない。感覚障害は

明らかではない。屋敷内の井戸水の砒素濃度が高く使

用禁止となったが、実は、もち米を一晩水につけると

きには使用していたという。皮膚の全身発赤（？）があ

り、病院に入院したが、アレルギーということで、な

ぜか（大量の？）プレドニゾロン（副腎皮質ホルモン）の

点滴を受けている。デング熱との鑑別が必要だが医学

的診断はなされていない。

　タイの国や行政は、健康調査への「着手」（血中濃度

や水質調査のデータ）、井戸水の使用禁止などの対応は早

いと評価できる面はあるが、しかし住民の「身体その

もの」に関わる対応は鈍く、住民との対話を深めるこ

とが必要である。

３ ．東北タイコンケン県におけるヘルス・ケア・シス

テム：近代化・医療化と文化

　タイのヘルス・ケア・システムには多くの学ぶ点が

あった。今回はその一端を紹介するにとどめる。まず、

認知症のケアのエピソード；自宅で認知症のかたが興

奮したときには、まあ～まあ～ととりなしながら、近

所の親和力が発揮されている。地域共同体の親和性は

高い。しかし農村部と都市部とではかなり様相が異な

る印象で、ヘルスケアと近代化という課題は残る。

　妊娠をめぐって；以前の在宅出産から、現在の病院

出産へ。妊娠から産褥期まで行政的に支援がある。こ

こは海岸から遠い山間部なので、ヨウ素不足予防のた

めに子どもへのヨウ素の投与、およびデング熱対策な

どが区域ごとにおこなわれていた。

　「在宅死」は非常に高率であるが、背景には、伝統的

な文化や穢れ感がある。自宅外における死亡は、魂が

穢れることを意味する。もし病院で死亡すれば、自宅

の中へは入れない。穢れた魂を家に入れないという伝

統的な信仰のためである。交通事故死でも同様である。

いわゆる家族墓という習俗はないという。

　ヘルス・ケア・システムは、ヘルス・ケア・センター
（ヘルスプロモーション・ホスピタル）、ヘルス・ボランテイ

ア（“Ｏ Ｓｏ Ｍｏ”）制度、コミュニティ・ナース制度から

多くの学ぶ点があった。薬草医療も活発である。行政

による住民の身体管理と健康の医療化は住民の生活や

文化の変化と連動している。「養生」の意味を再考す

る訪問であった。

《 報 告 》

東北タイルーイ県のナ・ノン・ボン村を訪れて
― 鉱山開発と健康 ―

下 地 明 友熊本学園大学社会福祉学部
（水俣学研究センター研究員）



水俣学通信 第３５号　２０１４．３．１

（報告）中国淮河の現地訪問／ＭＬ配信のご案内　５

　２０１３年１０月２８日から１１月３日まで、北京の清華大学
で開かれるシンポジウム 「水俣病の経験とその教訓」 で
の講演ならびに研究討議に招聘され中国を訪れた。私
の方からは河南省淮河の汚染の現地訪問をお願いした。
　この現地訪問にあたっては、清華大学公共管理学院
王民教授とそのスタッフが昨年９月の国際フォーラム
で報告していただいた淮河衛士のフォ・ダイシャンさ
んらのグループと調整してくれ、教授自らランドク
ルーザーを運転しながら、北京から１,０００ｋｍ離れた現
地を訪れることができた。
　中国は既に多く報道されているように環境汚染が急
激に進んでおり、大気汚染は深刻である。と同時に
ＰＭ２.５の様に日本でも大きく報道されることはないが
河川の汚染は深刻である。黄河と長江のあいだに位置
する大河である淮河の深刻な汚染は２００４年秋にフォ
さんら淮河衛士（環境ＮＧＯ）の尽力により中国でも報道
され特に「癌の村」の存在が国内外で知られるように
なった。

　私たちは、汚染源の
味精（味の素）企業や皮
革産業のかつての工場
を内部まで見せていた
だき、とともに浄化設
備の説明も受けた。
　さらに、汚染による
被害を受けた村もフォ

さんの案内でまわり、
汚染の経過や浄化活
動の成果などをヒア
リングして回った。
さらに癌が多発して
いる村に行き、村長
からのヒアリングや
癌に罹患している人
のお宅を訪問しお見舞い方々、話を聞くことができた。
　現在、淮河の汚染は、収まっているようだが、現地
調査の常として私にはわからないことも多かった。第
一に汚染のデータがよく分からない。住民は化学者で
も分析の専門家でもないので、なんという重金属が何
ｐｐｍというよりは、汚染の激化とともに自然の異変が
起き、動物たちが死に、かつてないほどの癌が増えて
いったことこそが問題なのであった。原田先生が
２００５年に訪れていて何人か検診されたが、多重汚染で
あり淮河病と名付けられていた。本来望まれる疫学調
査や汚染データが得られないことこそがこうした公害
問題の根源であり、淮河公害と名付けるほかない。水
俣病が単なる有機水銀中毒ではなくあくまでも水俣病
と呼ばれなければならないことと通底する。
　水俣学の国際発信とは、このような現地調査を重ね、
顔の見える関係の中で問題を共有することにその神髄
があると改めで確認した。水俣病の教訓に学ぶとはお
互いの失敗を理解し合うことに他ならない。

《 報 告 》

中国淮河の現地訪問

水俣学研究センター長 花 田 昌 宣

　水俣学研究センターでは、水俣学関連の新聞記

事（現在は熊本日日・朝日・西日本・南日本新聞を対象）

や各種情報をメール配信しております。

　配信ご希望の方はＭＬに登録する必要がありま

すので、�������������������

����を�������	
�����������まで送信下

さい。

　その際、件名に������と明記ください。

　登録完了までに時間を要する場合がございます。

あらかじめご了承下さい。登録完了後、平日（祝日、

夏・冬季休業期間をのぞく）に配信いたします。

ＭＬ配信のご案内

おはようございます。　　このようにお送りします。
１２月１０日（火）の熊本日日・朝日・西日本・南日本新聞に
掲載されている水俣病・水俣芦北地域の関連記事です。

１２月１０日（火）　朝刊
熊本日日新聞
【２面】
社説：水俣病　認定基準見直すしかない
【３面】
水俣病救済　「制度の問題点浮上」新潟知事、環境省通知で
【１６面】
町から村から：芦北町●グリーカーテンコンテスト表彰式
南日本新聞
【２６面】
手帳返上でも「認めず」水俣病申請　環境省が通知
　場当たり対応　新潟知事批判
以上です。

王名清華大学教授とともに癌の村を訪問
 （写真：水俣学研究センター）

味精工場の浄化設備を案内してくれ
るフォさん （写真：水俣学研究センター）
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水俣学研究センター研究助手 井 上 ゆかり

６　（報告）新たな資料の公開／水俣市湯出の産廃計画跡地に「メガソーラー」？

　当センターでは、これまでの研究活動の成果として
不知火海沿岸の訴訟関連資料・行政資料や膨大な研究
文献、また水俣・芦北の患者や漁民宅に残されていた
文書・写真・日誌などの資料、新日窒労組より寄贈さ
れた十数万点の文献・写真・現物資料を集積し、「水俣
学研究センター所蔵資料データベース」として２００９年
から公開しています。広範な学問領域にわたる水俣学
関係研究文献の網羅的なデータベースを基礎に今後の
国内外の研究に寄与することを目的としています。
　今年度、新たに次の資料を公開しました。１水俣病
研究会の文献資料と資料画像１００点、２元ＮＨＫアナウ
ンサーの故宮澤信雄さんの文献資料９６２点（以下、宮澤資
料）、３不知火海総合学術調査団の団長も務めた最首悟
先生の文献資料３１８点（以下、最首資料）です。また、２０１２
年３月から公開している新日窒労組旧蔵資料の「映像
で見る新日窒労組の歴史」の無声映像に音声と字幕を
つけアップロードしました。

　ここでは、宮澤資料と最首資料の特徴を紹介します。
宮澤資料には「ＭＤノート」と題された６３冊に及ぶ取
材ノート、取材で入手した行政資料、訴訟の証人尋問
準備ノートなどがあります。なかでも取材ノートの審
査会や役人などの頁を読むと、建前だけで終わらせる
ものかという気迫すら感じます。資料をとおして自分
の主体との関わりで真実を追い求める氏の姿が感じて
いただけると思います。
　最首資料には、１９７６年からの不知火海総合調査で蒐
集した湯浦漁協の漁網図や漁業許可一覧、１９６１年の漁
民日記、漁民への聞き取りをテープ起こしした資料な
どを含んでいます。漁民日記には、漁業の内容や出納、
自らの体調の不具合などが詳細に書かれており、海と
ともに生きる人びとの歴史を辿る貴重な記録だといえ
ます。これらの目録が示す生きた証が後世の研究者の
手に届き、その意味が読み解かれることを願い、公開
するものです。

《 報 告 》

新たな資料の公開

� � � � � � � � � � � � � � � � �

　水俣市湯出地区の産廃処分場計画跡地の山林に、民
間事業者による大規模な太陽光発電施設（メガソーラー）

の建設計画が立てられ、昨年１２月４日に、地元住民へ
の説明会が突然にも開催された。
　出力１万５,０００キロワットのメガソーラー建設予定
地（総面積８６ヘクタール）は、クマタカの営巣地であり、
貴重な湧水と地下水の涵養域でもあり、一方では、斜
面崩壊の起きやすい地質構造であることなどを、水俣
市民が、自らの調査によって一つひとつ明らかにする
中で、ＩＷＤ東亜熊本による産廃処分場建設を断念さ
せた、市民の強い思いが込められた土地である。
　２０１１年３月１１日後に起きた東京電力福島第１原発
事故（事件）を受けて、あらためて明確にされたのが、
原発に依存した社会・経済システムからの脱却であり、
ひとり一人が日々の暮らしのあり方や生き方を問い直
す中での、それぞれの地域における新たなエネルギー
政策の確立である。
　再生可能エネルギーを活かした持続可能な地域社会
の再構築を考えるときに、最も大事にしなければなら
ないことは何か。それは、地域に根ざした主体が、地
域固有の資源としての太陽光、風、水、地熱、バイオ
マスなどを、そこに暮らす人々のニーズを満たすこと

につながるように活用することである。地域住民が地
域の資源を優先的に利用する権利を住民の権利とする

「地域環境権」の法的位置づけを明確にしていくことが
求められている。
　熊本県内では、昨年末までに４７か所で１４万キロワッ
トのメガソーラーが設置されたとされているが、その
計画段階、設置段階、供与段階、廃棄・再資源化段階
における住民への情報提供と住民の主体的参画が保障
されているとは言い難い状況である。今回の湯出地区
における大規模開発計画（公園化、温泉や飲食施設などを
含む）においても、事業の全体像が明らかにされない中
で、この２年間、事業者が一方的に九州電力と売電契
約を結び熊本県や水俣市との事前協議を進めているこ
とは看過できない。
　「原発安全神話」の完全崩壊は、持続可能な地域社会
の実現に向けた取り組みを「加速化」させる必要があ
ることを、あらためて強く認識させるものであった。
大量生産・大量消費を前提とした大規模集中の発送電
事業から与えられた電気を使うだけの時代に終止符を
打ち、地域の自然特性を生かしたエネルギーの地産地
消の実現に向けた取り組みを水俣から創り出していき
ましょう。

《 報 告 》

水俣市湯出の産廃計画跡地に「メガソーラー」？
～太陽光、風、水は誰のものか～

水俣学現地研究センター長 宮 北 隆 志



水俣学通信 第３５号　２０１４．３．１

（報告）新たな発見と驚き～みなまた地域研究会の活動を通して　７

　「水俣の海の調査をすることになった。修学旅行の
ガイドで、きれいな海になったという紹介をしている
が、サンゴが棲むきれいな海と、魚が湧く豊かな海は
違うということにやっと気づいた。海を語ることがで
きるように調査をしていきたい。」
　この文は、昨年４月、鹿児島大学の佐藤正典先生を
招いての海の調査の感想をＦＢに投稿したもの。私自
身、 水俣の海＝水銀という視点しかなかったので、 観察
方法について指導を受け、目からうろこの思いだった。
　例えば、「ハボウキガイ、ツバサゴカイ」、皆さんに
もなじみがないと思うが、観察してみて愛情を覚えた。
そして楽しかった。茂道のひじきのじゅうたんや、そ
の上で昼寝をしているかのようなヒトデのカップル。
あちこちにある湧水。笑い声や、笑顔が絶えない市民
活動は初めての経験だった。楽しみ遊びながら、本来
の海とは何かを探り、海を暮らしの身近なところに引
き寄せる、私たちが引き寄せられる。みなまた地域研
究会では、こんなことを今やっている。
　前置きが長くなったが、みなまた地域研究会につい
て、その勧誘文を引用して紹介する。
　「みなまた地域研究会活動の趣旨は、水俣病５０年の
歴史がもたらしたものを改めて見直し、真の住民自治
に基づいた街づくりに寄与することです。私たちは水
俣病は終わらないという視点に立ち、歴史と現在の教
訓を将来に生かすことを目的にしています。
　水俣は、水銀を始めとする重金属などによって海が
汚染され水俣病が引き起こされるとともに自然生態系
も大きな影響を受けました。チッソが排水を停止した
とされる１９６８年以降果たして海はよみがえったで
しょうか？ダイオキシン汚染なども明らかになってい
ます。地域住民にとっては、海や海辺の暮らし、そし
てそれを取り巻く自然生態系に関してはよくわかって
いないため、市民によって調査を進める事としました。
　具体的には、ゲストを迎えての学習会、不知火海の

魚介類（海の生

物）と海の再生
についての調査、
水俣湾周辺の海
辺の生き物調査、
漁業者や古老か
ら海の生態系の
様子の聞き取り

等々を計画しています。そのことにより、公害によっ
ていったん破壊された環境がいかに変容しているか、
あるいは再生しているかを明らかにできたらと思いま
す。それは自らの環境を守り、豊かにしていくことと
なり、水俣病という負の遺産を活かしていくことにつ
ながると考えています。」
　７月、鹿大の佐藤正典先生の学習会を開催した。先
生は、干潟が水質浄化や魚介類の生産（産卵保育）の面
から重要な場所であることや、これからの水俣の海を
考えるときには、水銀の問題が大きいが、それ以外の
山の伐採や植樹や棚田との関係、沿岸部の開発による
地下水への影響も懸念され、海を救っても陸のほうが
無頓着ではいけない、と指摘された。
　また、魚付林（おうつきりん）の日影が、海の生き物
に様々な恩恵をもたらすという話は、その影でのんび
りと昼寝をしたり産卵する様子が想像できて、海がよ
り身近に感じられた。
　８月、ダイバーの新井章吾さんは、水俣の海に潜り
その様子を報告された。
　「調査Ｃ地点の海底湧水は、かなりの量。埋め立て
をしないで遠浅の海ならもっといっぱい湧水があるは
ずだが、埋め立てをしてしまったので水が貯まるとこ
ろがなくなってしまっている為、綺麗な水の層が出に
くくなっている。将来的には再生が必要。海底はすご
く暗い。珊瑚が沢山ある。モヤモヤして見えるのは、
海水と淡水が混じっている為で、プランクトンがいっ
ぱい発生するので魚が集まってくる。サンゴの仲間が
たくさん生えている。水俣湾は水が湧くところを壊し
てしまったので、湧水の恩恵に預かれない。有機物が
極めて少ない」というもの。その他にも、海藻の減少
とアイゴ（水俣ではヤノイオ）の生態が密接に関係してい
るため、藻場を守るために「みなさん、アイゴを食べ
ましょう！」という愉快な提案もあった。
　本年、１月には鹿大の富安卓滋先生の「不知火海の
汚染～水銀調査から見えてきたもの」学習会を開催。
海底泥中の水銀の分布についてお話を伺った。私は数
字が苦手で、分析の数値を並べられるとまず思考停止、
科学的判断より感覚的な判断に流れがちだが、お話を
伺ってこれは克服しなくてはと思った次第。
　みなまた地域研究会の活動は、刺激的でわくわく感
もありで、水俣の海を究めることにつながればと思っ
ている。～みんなの笑顔～（写真提供：熊本日日新聞社）

《 報 告 》

新たな発見と驚き～みなまた地域研究会の活動を通して

永 野 隆 文みなまた地域研究会
（水俣学研究センター客員研究員）
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